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令和５年度社会福祉法人指導監査の実施状況 

 

法人名・施設名 社会福祉法人健推会 

監 査 の 種 類 社会福祉法人指導監査 

監 査 実 施 日 令和５年１２月１５日 

実地・書面の別 実地 

監 査 担 当 課 鳥取県福祉保健部 ささえあい福祉局 福祉監査指導課 

 

総評 

・ 債務超過解消のため、引き続き経営改善に努めること。 

・ 社会福祉法人会計基準に基づき、適切な会計処理を行うこと。 

 

文書指摘事項 是正・改善状況報告 

１ 計算書類の注記（法人全体用）について、次

の不備があった。 

(１) 関連当事者との取引について、理事長

の親族（他の理事本人及びその親族にも該

当）からの土地の寄附（1,190万円）の記載

漏れ。 

(２) 「合併及び事業の譲渡若しくは事業の

譲受け」の記載漏れ。 

ついては、計算書類の注記は、社会福祉法人

会計基準に従い適切に作成すること。 

また、合併等に関する注記は、経理規程の規

定漏れがあるので、併せて改正すること。 

（会計省令第29条第１項第15号） 

（運用上の取扱い22） 

（経理規程第62条第１項） 

（１）当法人では「その他社会福

祉法人の資金収支及び純資産増

減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状況を明らかにするた

めに必要な事項」に係る注記欄

に「勘定科目の内容について特

に説明を要する事項」として、譲

渡人の概要、取引内容、取引金額

のみを記載していた。 

今後、同様の取引が発生した

場合は、重要性の基準（年間

1,000万円を超える取引につい

ては全て開示対象）を考慮し、

「関連当事者との取引内容」に

係る注記欄に記載することとす

る。 

（２）次年度の計算書類より「社

会福祉法人会計基準の制定に伴

う会計処理等に関する運用上の

取扱い」に記載のある「合併及び

事業の譲渡若しくは事業の譲受

け」に係る注記欄を設けること

とした。 

 経理規程第62条第１項の注記

事項には、社会福祉法人会計基

準第29条第１項第15号に記載の

ある「合併又は事業の譲渡若し

くは譲受け」を追記後、令和５年

12月18日に理事会を開催し、令

和６年１月１日付けで経理規程

を改訂している。 

 


